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１ 埼玉県の入札状況について

埼玉県
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埼玉県

埼玉県の入札方式

一般競争入札（標準型）

一般競争入札（事後審査型〔ダイレクト〕）

指名競争入札

随意契約

簡易公募型／公募型プロポーザル方式

総
合
評
価
方
式

随意契約

指名競争入札

一般競争入札

建設工事等の入札

見積提案型競争入札

入札参加意思確認型競争入札

施工・維持管理複合型契約方式

技術修得型ＪＶ方式

一抜け方式



種　別 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

全契約工事数 3,517 3,258 3,096 3,217 3,124 2,862 2,615 2,588 2,329 2,320 2,325 2,461

 うち1,000万円以上 1,777 1,753 1,587 1,763 1,697 1,583 1,618 1,368 1,457 1,509 1,577 1,774

一般競争実施件数 205 922 1,287 1,906 1,897 1,788 1,809 1,799 1,713 1,746 1,767 1,965

 うち1,000万円以上 205 898 1,208 1,669 1,654 1,525 1,572 1,294 1,391 1,471 1,534 1,712

総合評価実施件数 121 214 239 353 350 314 321 263 268 290 332 333
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埼玉県

一般競争の導入・拡大
公共調達改革の主な取り組み

一般競争入札の拡大≪H19.4≫

1,000万円未満の工事へ拡大
≪H23.9≫

総合評価方式の本格導入≪H21.4≫総合評価方式の試行≪H18≫
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埼玉県

工事件数と一般競争・総合評価の実施割合
（全体のうち一般競争の割合・1,000万円以上のうち総合評価の割合）
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埼玉県

落札率の比較
工事全体・一般競争・総合評価
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埼玉県

県内企業の育成（県内企業の受注状況）
県内企業で施工可能な工事は県内企業に発注

県内企業の受注率は高い水準を維持。同時に技術力向上を支援

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

総数 3,217件 3,124件 2,862件 2,615件 2,588件 2,329件 2,320件 2,325件 2,461件

県内企
業分

2,879件 2,809件 2,533件 2,316件 2,285件 2,020件 2,036件 2,058件 2,151件

率 89.5% 89.9% 88.5% 88.6% 88.3% 86.7% 87.8% 88.5% 87.4%

件数

年　度
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埼玉県

県内市町村の総合評価実施状況
（表は関東ブロック発注者協議会HPより引用）

総合評価導入済み ６１市町村※

独自の総合評価審査委員会を
持っているのは ３市町村

市町村ごとの総合評価委員会
の設置支援が今後の課題

※過去に１度でも総合評価方式による入札を
実施したことがある市町村数（政令市を除く）



２ 埼玉県総合評価方式の
仕組みについて

埼玉県
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総合評価方式のタイプ
～２形式４タイプ～

（参考）平成２９年度タイプ別実施状況

埼玉県

タイプ
簡易型 技術提案型

合計
従来型 自己採点型 Ａタイプ Ｂタイプ

件数 0 297 34 2 333

割合 0.0% 89.2% 10.2% 0.6% 100.0%

簡易型（課題等を設定せずに主に実績を評価するタイプ）

=パッケージ型

評価項目選択型 = 必須評価項目

工事の性格や目的に応じて
パッケージ化した評価項目

技術提案型（課題等を設定し評価するタイプ）

・施工管理の適切性
・発注者が指定する課題

・技術提案（数値提案）
・実現するための方法

=

=

必須評価項目

必須評価項目

選択評価項目

選択評価項目

選択評価項目

技術提案型Ａ

技術提案型Ｂ +

+
+
+

+
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事務負担の軽減等に向けた取組
自己採点型の導入（簡易型）

発注者・評価者

評
価
の
自
己
採
点
＋
入
札
価
格

従来型 自己採点型

総合評価の技術資料の
評価（1者）

落札候補者の決定

公告

開札

落札者決定

入札参加者

入札書

総合評価自己採点
申請書（１枚）

全参加者

入札参加等
確認書類

総合評価の
技術資料

（自己採点の
根拠）1者

発注者・評価者

入札参加資格審査

落札候補者の決定

公告

開札

落札者決定

入札参加者

入札書

入札参加等
確認書類

総合評価の
技術資料
（約50枚）
全参加者

提出

通知
入札参加資格審査

総合評価の技術資料の
評価（全参加者分）

評
価
の
得
点
＋
入
札
価
格

提出

提出

提出

提出

通知

埼玉県
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評価項目の見直しの変遷

埼玉県

総合評価試行開始（H18）

現在のガイドライン

●ＩＳＯ、エコアップ認証の評価項目を追加（H20、H21）

●除雪契約実績の評価項目を追加（H20）

●総合評価方式本格運用、難工事完了実績の評価項目を追加（H21）

●災害防止活動協定締結の評価項目を追加（H22）

●（事務負担軽減策を導入【自己採点型・一括審査等】（H24））

●災害防止活動の評価対象となる活動を追加（H24）

●災害防止活動に農林関係の活動を追加【口蹄疫対応等】（H25、H26）

●災害防止活動に降雪・降灰に伴う活動を追加（H27）

●災害防止活動に都市整備部の活動を追加（H27）

●インターンシップ・難工事完了実績の評価項目を重点化（H27）

●継続教育（CPD)の評価項目を追加（H28）
●登録機関技能者の配置と多様な働き方実践企業の認定の評価項目を追加（H30）



１ 総合評価方式の実施方針

○ 1千万円以上の一般競争入札において価格と品質を総合的に評価する総合評価方式を実施する。

○ 総合評価方式の一部において、建設業が抱える特定の課題に対応した評価項目をパッケージ化した

総合評価方式（特定課題対策パッケージ型）の試行を継続して実施する。

２ 平成３０年度の改定方針

〇 大規模工事など技術的な工夫の余地が多い工事に総合評価を積極的に活用【継続】

○ 「多様な働き方実践企業の認定」「登録基幹技能者の配置」を新たに評価項目に追加【新規】

○ 特定課題対策パッケージ型の総合評価方式のメリットである「評価項目のパッケージ化」を進め

あらかじめ評価項目をパッケージ化した「標準パッケージ」を創設【新規】

○ 特定課題対策パッケージの「地域の担い手確保型」に「重機保有状況」を新たに評価項目に追加

○ 昨年度の委員会でご了解いただき、昨年度に周知した評価項目の見直しを実施【見直し】 【新規】

３ 事務負担の軽減等に向けた取組

○ 簡易型の総合評価方式において「自己採点方式」を原則実施

○ 一括審査方式、技術資料の電子提出を試行継続

○ 評価項目のパッケージ化のメリットを生かした事務負担の軽減策を展開

平成３０年度の改正方針
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埼玉県
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・若手技術者の配置の評価のうち、40歳未満の技術者の配置は実施
状況を踏まえて廃止し、35歳未満の技術者の配置のみを評価する。

・重機を保有している企業は、災害時に即応できる企業であることから
地域の担い手確保型において新たに評価する。

平成３０年度の改正方針
特定課題対策パッケージの試行継続

埼玉県

①若手技術者育成型
・若手技術者の配置を評価

（35歳未満または40歳未満）
・４週８休の工程管理を評価

②地域の担い手確保型
・災害防止活動の実績を重点評価
・企業の地域精通度を重点評価
・企業の社会的貢献を度重点評価

③品質確保重視型
・出来形管理基準の厳格化で評価

④女性の活躍推進型
（未実施）

平成２８年度

①若手技術者育成型
・多様な働き方実践企業を評価

②地域の担い手確保型
・多様な働き方実践企業を評価

③品質確保重視型

平成２９年度

①若手技術者育成型
・40歳未満の評価を廃止

②地域の担い手確保型
・重機保有状況を新たに評価

③品質確保重視型

平成３０年度

女性の活躍推進は担い手の確保の
一環として担い手確保・育成に関する
特定課題対策パッケージに含めて評価



① 総合評価方式実施タイプの再構築
過去１０年の実績を踏まえ評価項目をパッケージ化
工事内容に応じて複数の必須評価項目を設定するイメージ

② 新規評価項目

改正品確法の趣旨を踏まえ、新たに「登録基幹技能者の配置」

「多様な働き方実践企業の認定」、「重機の保有状況」の3つの

評価項目を追加

③ 既存評価項目の見直し
類似評価項目の統合や評価対象項目の拡大
国の総合評価方式と評価項目の構成を合せる
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総合評価方式活用ガイドラインの改正
総合評価活用ガイドラインの改正のポイント

埼玉県
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総合評価方式活用ガイドラインの改正
① 総合評価方式の実施タイプの再構築

埼玉県

新タイプ 内容 旧タイプ名

簡易型
（パッケージ型）

簡易型のパッケージ化

①土木Ⅰ型
②土木Ⅱ型
③土木Ⅲ型
④建築型 ⑤設備型
⑥若手育成型 ⑦地域担手型
⑧品質確保型

簡易型（従来型）

簡易型（自己採点）

簡易型
（評価項目選択型）

必須評価項目＋選択評価項目 同上

技術提案型Ａタイプ
必須評価項目＋Ａ必須

＋選択評価項目
技術提案型Ａタイプ

技術提案型Ｂタイプ
必須評価項目＋Ｂ必須

＋選択評価項目
技術提案型Ｂタイプ



・ 品確法運用指針(H27.1月)に登録基幹技能者の活用が
謳われた

・ 登録基幹技能者は、建設現場において職長経験を有する
経験豊かな技術者であり、建設工事の品質向上に寄与する
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② 新規評価項目
～登録基幹技能者の配置～

埼玉県

No. 登録基幹技能者の種類 No. 登録基幹技能者の種類 No. 登録基幹技能者の種類

1 登録電気工事基幹技能者 12 登録鉄筋基幹技能者 23 登録ダクト基幹技能者

2 登録橋梁基幹技能者 13 登録圧接基幹技能者 24 登録保温保冷基幹技能者

3 登録造園基幹技能者 14 登録型枠基幹技能者 25 登録グラウト基幹技能者

4 登録コンクリート圧送基幹技能者 15 登録配管基幹技能者 26 登録冷凍空調基幹技能者

5 登録防水基幹技能者 16 登録鳶・土工基幹技能者 27 登録運動施設基幹技能者

6 登録トンネル基幹技能者 17 登録切断穿孔基幹技能者 28 登録基礎工基幹技能者

7 登録建設塗装基幹技能者 18 登録内装仕上工事基幹技能者 29 登録タイル張り基幹技能者

8 登録左官基幹技能者 19 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 30 登録標識・路面標示基幹技能者

9 登録機械土工基幹技能者 20 登録エクステリア基幹技能者 31 登録消火設備基幹技能者

10 登録海上起重基幹技能者 21 登録建築板金基幹技能者 32 登録建築大工基幹技能者

11 登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 22 登録外壁仕上基幹技能者 33 登録硝子工事基幹技能者
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・ 災害時には建設重機を保有している建設企業の協力が

なければ、迅速な対応は困難

・ 普段から建設重機を保有している企業を、特定課題対策

パッケージ「地域担手型」で新たに評価

・ 経営事項審査の評価項目※でもあり、このデータを

活用して「重機保有状況」を評価する。

② 新規評価項目
～重機保有状況～

埼玉県

※ 経営事項審査の評価対象となる建設機械

①ショベル系掘削機、②ブルドーザー（自重3t以上）、

③トラクターショベル（ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3以上）、
④モーターグレーダー（自重5t以上）、⑤大型ダンプ車（最大積載量5t以上）、
⑥移動式クレーン（つり上げ荷重3t以上）



評価項目見直しのポイント
必須評価項目を企業の技術力や実績を評価する項目に再編し、類似する

評価項目を統合、担い手の確保・育成に資する評価項目を創設する。
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③ 既存評価項目の見直し

埼玉県

①「企業倫理や信頼性等」の評価項目を必須項目に再編

②新製品・新技術に関する項目を統合

③ボランティア活動の実績について、異なる施設管理者（道路、河川など）の実績

証明により最大２件まで加算評価

④エコアップ認証制度とISO14001の評価を統合

⑤大項目に「担い手確保・育成に関する取組」を創設し、インターンシップの受入れ

実績と多様な働き方実践企業の認定を評価

⑥若手技術者の配置は、35歳未満の技術者の配置で評価



※１ 点 点 点

（ア） 2 ◎ ◎ ◎ － － － ◎ ◎ 2 ◎ 1 ◎ 2 ◎

（イ） 1 ※２ ※２ ※２ ◎ ◎ ◎ ※２ ※２ － － － － － －

（ア） 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 ◎ 2 ◎ － －

（イ） 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － 1 ◎ 2 ◎ － －

（ア） 2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － － － 2 ◎

（イ） 1 ※２ ※２ ※２ － － － ※２ ※２ － － － － － －

（ア） 5 ○ － － － － － －

（イ） 5 ◎ ○ － － － － － －

（ウ） 5 ※３ ○ － － － － － －

（エ） 5 ○ － － － － － －

（ア） 6 － ◎ － － － － － －

（イ） 4 － ◎ － － － － － －

（ア） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（イ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ウ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（エ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（オ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（カ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（キ） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

（ク） -1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -1 ◎ -1 ◎ -1 ◎

【標準パッケージ】 ※１ …特定課題パッケージを除く配点

土木Ⅰ型 …比較的大規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※２ …どちらかを選択する

土木Ⅱ型 …中規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※３ …エ（ア）～エ（エ）から１項目以上選択する

…比較的小規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ◎ …必須評価項目

…簡易型で実施する建築・設備工事に適用 ○ …選択評価項目

【特定課題パッケージ】 － …選択できない評価項目

…中長期的な担い手の確保を目的とするパッケージ

地域担手型

品質確保型 …品質確保の向上を目的とするパッケージ

土木Ⅲ型

建築型、設備型

若手育成型

…地域の担い手となる健全な発展を目的とするパッケージ

カ
企業倫理や信頼
性等

入札契約に関する不当な強要行為

過積載による法令違反

ディーゼル不適合車の使用による法令違反

不正軽油の使用による法令違反

死亡事故

総合評価の不履行

カ（ア）からカ（カ）に該当しない入
札参加停止措置
暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

オ 定量的技術提案
技術提案 － － －

技術提案を実現するための方法 － － －

安全管理の適切性 － － －

発注者が指定した課題への対応の的確性 － － －

エ 定性的技術提案

工程管理の適切性 － － －

品質管理の適切性 － － －

イ
企業の社会的貢
献度

災害防止活動等の協定

災害防止活動等の実績

ウ
配置予定技術者
の技術能力

工事成績評定

施工経験

建築
型

設備
型

若手
育成型

地域
担手型

品質
確保型

必
須
評
価
項
目
（

技
術
提
案
型
・
評
価
項
目
選
択
型
）

ア 企業の技術能力
工事成績評定

施工実績

評
価
項
目

選
択
型

パッケージ型

標準パッケージ 特定課題パッケージ

種
別

大項目 小項目
土木
Ⅰ型

土木
Ⅱ型

土木
Ⅲ型

評価項目 　
配
点

技術提案型 簡易型

A
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ
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評価項目一覧表（１）



※１ 点 点 点

（ア） 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － － － －

（イ） 1 ○ ○ ○ ◎ － － － － － － － － － －

（ウ） 1.5 ○ ○ ○ ◎ ◎ － ◎ ◎ － － － － 2 ◎

（エ） － － － － － － － － － － － － － 3 ◎

（オ） 1 ○ ○ ○ ◎ － － ◎ ◎ － － － － － －

（カ） 0.5 ○ ○ ○ ◎ － － － － － － － － － －

（キ） 1 ○ ○ ○ － － － － － 1 ◎ － － 1 ◎

（ア） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － －

（イ） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － －

（ウ） 3 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － －

（エ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － 1 ◎

（オ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ － ◎ ◎ － － － － 1 ◎

（カ） 1 ○ ○ ○ － － － － － － － － － 1 ◎

ケ （ア） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － ◎ 1 ◎ 3 ◎ － －

（ア） 1.5 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － ◎ － － 2 ◎ － －

（イ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（ウ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ － ◎ ◎ － － － － － －

（エ） 1 ○ ○ ○ ◎ － － ◎ ◎ － － － － － －

（オ） － － － － － － － － － － － 2 ◎ － －

（ア） 1 ○ ○ ○ ◎ － － ◎ ◎ － － 1 ◎ － －

（イ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 1 ◎ 1 ◎ － －

（ウ） － － － － － － － － － 4 ◎ － － － －

（エ） 1 ○ ○ ○ － － － － － 2 ◎ － － － －

（ア） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － 1 ◎ － －

（イ） 1 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ － － － － － － － －

（ウ） 1 ○ ○ ○ － － － － － － － － － － －

－ 11.0 16.0 6.0 20.5 16.0 12.5 13.5 16.0

【標準パッケージ】 ※１ …特定課題パッケージを除く配点

土木Ⅰ型 …比較的大規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※２ …どちらかを選択する

土木Ⅱ型 …中規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ※３ …エ（ア）～エ（エ）から１項目以上選択する

…比較的小規模な土木工事（舗装工事等を含む）に適用 ◎ …必須評価項目

…簡易型で実施する建築・設備工事に適用 ○ …選択評価項目

【特定課題パッケージ】 － …選択できない評価項目

…中長期的な担い手の確保を目的とするパッケージ

地域担手型

品質確保型 …品質確保の向上を目的とするパッケージ

13.0 15.0 13.0

土木Ⅲ型

建築型、設備型

若手育成型

…地域の担い手となる健全な発展を目的とするパッケージ

シ その他

県内下請の選定

県産資材の選定

手持ち工事量

必須評価項目の合計点数

サ
担い手確保・育
成に関する取組

インターンシップの受入れ実績

多様な働き方実践企業の認定

若手技術者の配置

４週８休を確保する工程管理

企業の地域精通度 地理的条件

コ
企業の社会的貢
献度

企業の社会的貢献の実績（ボランティ
ア活動・研修）

除雪契約実績

障害者雇用

CO2削減対策

重機保有状況

ク
配置予定技術者
の技術能力

技術者の専門技術力（ヒアリング）

当該工事の理解度・取組姿勢（ヒアリング）

技術者の対応能力（ヒアリング）

保有する資格

優秀技術者表彰

継続教育（CPD）への取組

選
択
評
価
項
目
（

技
術
提
案
型
・
評
価
項
目
選
択
型
）

キ 企業の技術能力

難工事完了実績

新製品・新技術の活用

優秀工事表彰

独自の出来形管理基準の設定

ＩＳＯ9001の取得

登録基幹技能者の配置

労働災害防止対策

建築
型

設備
型

若手
育成型

地域
担手型

品質
確保型

評
価
項
目

選
択
型

パッケージ型

標準パッケージ 特定課題パッケージ

種
別

大項目 小項目
土木
Ⅰ型

土木
Ⅱ型

土木
Ⅲ型

評価項目 　
配
点

技術提案型 簡易型

A
タ
イ
プ

Ｂ
タ
イ
プ
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評価項目一覧表（２）



３ 低入札対策

埼玉県



Ｆ社

失格基準価格

調査を実施し、
適正な履行が可能
であれば落札

失 格

Ａ社

Ｂ社

Ｄ社

Ｅ社

Ａ社

Ｂ社

Ｄ社

Ｅ社

Ｆ社

最低制限価格

調査基準価格最低制限価格

予 定 価 格

【工 事】
・原則、全ての工事（ＷＴＯ、総合評価除く）
【土木施設維持管理】
・道路、河川、砂防、上水道、公園等の機能や構造の

維持、保全を図る全ての業務委託
・単価契約（材料調達に係る単価契約などを除く）
【業務委託】
・建設工事に係る設計、調査、測量業務委託

（ＷＴＯ除く）

【工 事】
・ＷＴＯ、総合評価方式
【業務委託】
・建設工事に係る設計、調査、測量業務委託（ＷＴＯ）

対象 対象

Ｃ社Ｃ社

失 格

失 格

調査基準価格

落 札

※ 随意契約には適用しない

最低制限、調査基準、失格基準価格
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※業務委託は除く

埼玉県



低入札で追加となる契約条件
低入札価格調査を経て契約する工事の契約条件

主任（監理）技術者
の専任【兼務不可】

契約保証金の増額

【通常の工事】
請負金額3,500万円以上の工事

【低入札の工事】
金額に関係なく全ての工事

【通常の工事】
・現場代理人
・主任（監理）技術者

【通常の工事】
請負金額の１０％

【低入札の工事】
請負金額の３０％

【低入札の工事で追加】
・追加技術者(主任(監理)技術者と同等

の資格を有し、これを補助する技術者）

瑕疵担保期間
の延長

【通常の工事】
１年(Co造建築等は２年)

【低入札の工事】
２年(Co造建築等は４年)
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工事成績評定
に対する同意

【通常の工事】
特に規定なし

【低入札の工事】
・８５点未満であった場合、その後１年間は
調査基準価格未満での契約締結はできない

追加技術者の専任
【兼務不可】

埼玉県

２倍

前払い金の減額
【通常の工事】

請負金額の４０％
【低入札の工事】
請負金額の２０％



追跡調査

低入札価格調査を経て契約する工事の追跡調査（下請へのしわ寄せの防止対策）

・低入札価格調査時との乖離
・必要事項の記載状況
・支払い方法
・前払金の支払い状況

・請負代金等は元下合意のうえ
決定し、書面により契約を交
わしたか

・不当なしわ寄せはなかったか

主要な一次下請からの
聞き取り調査

着 手 時

・工事変更内容と下請契約変更
内容との整合

下請契約書（変更）の確認

・部分払い等の下請への支払状況

下請への支払状況の確認

・最終下請契約額と支払状況

施 工 中 完 了 後
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埼玉県

下請契約書、施工体制台帳
の確認

下請等への支払状況（精算）
の確認
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価格の見なし評価

評価値を算出する際の埼玉県ルール

（価格の見なし評価）

評価値の算出にあたり、入札価格が調査基準価格（税抜）を下回った場合に

は、調査基準価格（税抜）を入札価格として見なす。

なお、契約は入札価格とする。

※見なし評価の取り止めを実施する際には、入札説明書に見なし評価を取
りやめることを明記する。

埼玉県
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高

入
札
価
格
金
額

低

予定価格

見なし評価の概念図

調査基準価格

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

低
入
札
価
格
調
査
対
象

失格基準価格

失格

入札価格が調査基準価格を下回った場合には、
入札価格を調査基準価格として評価値を算定
する。

低入札価格調査制度実施要領に基づく調査の
結果、適切な入札価格であったと認められな
い場合は、落札者（落札候補者）としない。

失格基準価格を下回った入札は、失格とする。

価格の見なし評価

Ｃ：

Ｄ：

【Ｃの入札例について】

・入札価格は調査基準価格を下回っている。

・しかし、入札価格が調査基準価格を下回った場合には、下回った分の評価はしない。

・入札価格は、調査基準価格と同額であったと「見なして」評価値を算定する。

・ただし、契約は見なす前の純粋な入札価格を用いた金額となる。

埼玉県
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埼玉県

低入札の発生状況（総合評価方式）



４ 品質確保に基づく取組みについて

埼玉県



平成２６年７月

埼玉県土木工事設計変更ガイドラインの策定

平成２８年２月

埼玉県建築・設備工事設計変更ガイドラインの策定

①設計変更ガイドラインの策定
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埼玉県

設計変更を適切に行なうための受注者・発注者双方にとっての共通の手引
書として整理したもの
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②入札における社会保険加入促進対策

平成２６年１０月１日～
入札参加要件に「社会保険に加入していること」を追加
設計金額＝6,000万円（税込）以上の工事を対象とし、段階的に拡大。

平成２６年１０月１日～
低入札調査の対象となった企業は失格（契約を結ばない）となる。

入札参加要件による加入促進

低入札価格調査制度による加
入促進

入札参加資格者審査による加入促進

埼玉県

Ｈ２６ H２７ H２８ H２９ H３０

元
請

下
請

入札参加資格者名簿への登載は

「社会保険等に加入していること」

を条件

周

知

期

間

９

月

ま

設計金額

６,０００万円 以

上

設計金額

３,０００万円 以上
設計金額

１,０００万円 以上

一次下請業者

社会保険加入を入札参加条件に加え対象工事を段階的に

拡大

二次以下の

下請業者

契約約款を改正し、下請業者を

社会保険加入業者に限定
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③地域連携ネットワークによる担い手確保・育成

平成２８年３月２８日設立
構成員 ： 建設産業団体29団体、県、国、教育機関等
目 的 ： 構成員が相互に連携して、建設業への入職促進、

職場定着、技能向上等を図る。

地域連携ネットワークの設立

具体的な取り組み

埼玉県

若手社員の職場定着や中堅社員などの資格取得による処遇改善を
図るため、研修を実施する。また、熟練技術者・熟練技能労働者を
これらの研修の指導者として育成する。

・職場定着支援研修（新入社員研修、若手社員フォローアップ研修）
・資格取得支援研修（建設業団体１０団体)
・シニア指導者育成研修
・就職説明会、現場見学会、高校生インターンシップの支援



・ 建設業界の担い手の確保・育成のためには就業者の処遇改善や休日の
確保等、働き方改革を進めていくことが必要

・ 特に建設業界が魅力的な職場となり、若年者をはじめとした担い手の
確保につなげるためには、週休二日の実現が不可欠

・ 建設業界の週休二日の意識の醸成を図ることが必要

・ 発注者主導で、公共工事を一斉に土曜休工とする取組を実施
Ｈ２９ ２回（１０月７日、１１月４日）
Ｈ３０ ５回（７月１４日、９月１５日、９月２２日、

１０月６日、１１月２４日）

④公共工事の一斉休工
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埼玉県

そ こ で



彩の国 埼玉県 埼玉県県土整備部建設管理課埼玉県マスコット「コバトン」


